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ご遺族のための

おくやみハンドブック 
 

～死亡届に伴う主な手続きのご案内～ 

 

 
 

 

 

 

 

この度のご不幸に際し、謹んでお悔やみ申し上げます。 

   ご遺族の皆様におかれましては、相続や年金など、今後 

さまざまなお手続きが必要となります。 

稲沢市では、それらに対して少しでもお役立ていただける 

よう、市役所での手続きを中心に「おくやみハンドブック」 

を作成しました。 

皆様の一助としてご利用いただけましたら幸いです。 

  

稲沢市 
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 【おくやみコーナー】  

 
死亡届提出後の各種手続きをご遺族のかたに寄り添ってご案内すると

ともに、申請書作成等のお手伝いをワンストップですることで、ご遺族の

負担軽減を図るため「おくやみコーナー」を開設しています。 

事前予約制のため、専用ダイヤル（電話 0587-32-2341）にて予約が必

要です。 

 

〇利用できる方   亡くなられた方（稲沢市在住）のご遺族 

 

〇予約受付時間   午前 9 時から午後 5 時まで（平日のみ） 

 

〇予約可能日    利用日の 4 開庁日前まで 

 

〇開設日      市役所開庁日（平日のみ） 

 

〇利用時間     ①午前 9 時～ ②午前 10 時 30 分～ 

 ③午後 1時～ ④午後 2 時 30分～ ⑤午後 4時～ 

 

〇開設場所     本庁舎１階 おくやみコーナー 

 

〇必要なもの    ・おくやみハンドブック 

・その他（おくやみハンドブック参照） 

 

※注意点 

・予約の時間までにおくやみコーナーへご来庁ください。 

・稲沢市以外の市町村へ死亡届を提出された場合、予約可能日が変動す 

る場合があります。 

・手続きの内容によっては１度のご利用で全て終わらないこともあり 

ます。 

・おくやみコーナーをご利用しなくても、各担当課での手続も可能です。 



月曜日
（開庁日）

ご予約日

火曜日
（開庁日）

ご予約日

水曜日
（開庁日）

ご予約日

木曜日
（開庁日）

ご予約日

金曜日
（開庁日）

最短利用
可能日

ご予約日

土曜日
（閉庁日）

日曜日
（閉庁日）

月曜日
（開庁日）

最短利用
可能日

火曜日
（開庁日）

最短利用
可能日

水曜（祝）日
（閉庁日）

木曜日
（開庁日）

最短利用
可能日

金曜日
（開庁日）

最短利用
可能日

予約から利用までのスケジュール

※上記は、亡くなられた方の手続きの確認・事前準備に３日間を頂きます

ので、予約の電話から最短の利用日のスケジュールとなります。
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詳細については、4 ページ以降を参照してください 

…見当たらない場合などは担当課にご相談ください 

 【各種手続きに必要な主な持ち物】  

 

 ご遺族のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 亡くなられた方のもの 

 

 

 

 

 

 

 

手続きにより、お持ちいただくものが追加される場合があります。 

（例…委任状など） 

～詳しくは担当課までお問い合わせください。～ 

□ 印鑑(相続人代表者及び喪主の方のもの)  ※スタンプ印以外の認印 

□ お越しいただく方の本人確認書類 

◎官公署発行の顔写真付きのものであれば 1 点 

 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など) 

◎顔写真付きのものがない場合は 2 点 

 (健康保険証、基礎年金番号がわかるもの（年金手帳）など) 

□ 預貯金通帳またはキャッシュカード(相続人代表者及び喪主の方のもの) 

□ 新たな引き落とし口座の預貯金通帳と銀行印 

※亡くなられた方が税、利用料等を口座引き落としされていた場合 

□ 印鑑登録証 

※各種相続の手続きで印鑑登録証明書が必要な方 



本庁舎1階（稲府町1）

対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

 印鑑登録をされていた方 印鑑登録証の返納 □ 亡くなった方の印鑑登録証 なし

 住民基本台帳カードを

 お持ちであった方
住民基本台帳カードの返納

□ 亡くなった方の

　 住民基本台帳カード

□ 届出人の本人確認書類

なし

 通知カードまたは

 個人番号カードを

 お持ちであった方

通知カードまたは

個人番号カード返納

※個人番号が各種手続きで

　必要な場合があるため、

　返納は必須ではありません

□ 亡くなった方の通知カード

　 または個人番号カード

□ 届出人の本人確認書類

なし

市民課

記録グループ

☎0587-32-1302

 児童手当を

 受給されていた方

児童手当の

資格喪失届出等

□ 支給対象児童名義の

　 預金通帳又は

　 キャッシュカード等

なるべく早く

(届出が遅れると

過払い分の返金

が発生する場合

があります)

 児童手当の

 対象児童であった方

児童手当の

資格喪失届出等
なし

なるべく早く

(届出が遅れると

過払い分の返金

が発生する場合

があります)

 児童扶養手当(ひとり親家庭の

 手当)を受給されていた方

・児童扶養手当の

　資格喪失届出等

・遺児手当(県・市)

　の資格喪失届出等

お問い合わせください

なるべく早く

(届出が遅れると

過払い分の返金が

発生する場合があ

ります)

 児童扶養手当(ひとり親家庭の

 手当)の対象児童であった方

・児童扶養手当の

　資格喪失届出等

・遺児手当(県・市)

　の資格喪失届出等

お問い合わせください

なるべく早く

(届出が遅れると

過払い分の返金が

発生する場合があ

ります)

介護保険被保険者証の返納
□ 亡くなった方の

　 介護保険被保険者証
なし

郵送先の変更

(介護保険料等通知)
□ 相続人の本人確認書類 なるべく早く

 高額介護サービス費を

 受給されていた方
振込先の変更

□ 相続人の本人確認書類

□ 相続人の預金通帳

　 又はキャッシュカード

なるべく早く

高齢介護課

介護認定

グループ

☎0587-32-1292

【市役所での主な手続き】

市

民

課

市民課

窓口グループ

☎0587-32-1311

高

齢

介

護

課

 65歳以上であった方

高齢介護課

介護保険

グループ

☎0587-32-1286

子

育

て

支

援

課

子育て支援課

児童家庭

グループ

☎0587-32-1296
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対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

 高齢者等安心おかえり

 ネットワーク事業に

 登録されていた方

廃止届 なし なるべく早く

 認知症高齢者等個人賠償責任

 保険事業に加入されていた方
辞退届 なし なるべく早く

 徘徊高齢者家族支援事業を

 利用されていた方
利用中止届 なし

なるべく早く

（届出が遅れると

追加費用の負担が

発生する場合があ

ります）

被保険者証等の返納

□ 被保険者証

□ 高齢受給者証

　 (70歳以上であった方)

□ 各種認定証等

 　(お持ちの方のみ)

なし

葬祭費支給申請

□ 葬祭を行った方が

　 確認できるもの

　（会葬礼状、火葬許可証等）

□ 葬祭を行った方の

    住所がわかるもの

□ 葬祭を行った方の振込口座

    がわかるもの（預金通帳等）

葬祭を行った

日の翌日から

2年以内

 世帯主であった方

 (同世帯に国民健康保険の

 加入者がいる場合)

国民健康保険の

世帯主変更

同世帯の国民健康保険

加入者全員の

□ 被保険者証

□ 高齢受給者証

　 (70歳以上の方)

□ 各種認定証等

 　(お持ちの方のみ)

なるべく早く

 世帯主であった方

 (本人を含めて同世帯に

 国民健康保険の加入者が

 いる場合)

・国民健康保険税の

　精算

・納税管理人の選定

□ 届出人の印鑑(認印)

□ 納税管理人(相続人)の

　 印鑑(認印)

□ 納税管理人(相続人)の

 　振込口座がわかるもの

 　(預金通帳等)

なるべく早く

被保険者証等の返納

□ 被保険者証

□ 各種認定証等

 　(お持ちの方のみ)

なし

葬祭費支給申請

□  葬祭を行った方が

     確認できるもの

     (会葬礼状、葬儀の領収書等)

□ 葬祭を行った方の振込口座

    がわかるもの（預金通帳等）

□ 届出人の本人確認書類

葬祭を行った

日の翌日から

2年以内

国保年金課

医療グループ

☎0587-32-1325

 後期高齢者

 医療保険制度に

 加入されていた方

 国民健康保険に

 加入されていた方

国保年金課

国保グループ

☎0587-32-1312

高齢介護課

長寿グループ

☎0587-32-1293

高

齢

介

護

課

国

保

年

金

課
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対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

 障害者医療費助成を

 受給されていた方
受給者証の返納

□ 亡くなった方の

　 障害者医療費受給者証
なし

 精神障害者医療費助成を

 受給されていた方
受給者証の返納

□ 亡くなった方の

 　精神障害者医療費受給者証
なし

 子ども医療費助成を

 受給されていた方
受給者証の返納

□ 亡くなった方の

 　子ども医療費受給者証
なし

 母子・父子家庭医療費

 助成を受給されていた方
受給者証の返納

□ 亡くなった方の

    母子・父子家庭医療費

    受給者証

なし

 後期高齢者福祉医療費

 助成を受給されていた方
受給者証の返納

□ 亡くなった方の

　 後期高齢者福祉医療費

　 受給者証

なし

 国民年金に

 加入されていた方

 国民年金を

 未受給であった方

死亡一時金請求

□ 請求者の預金通帳

□ 亡くなった方の基礎年金番

　号がわかるもの

□ 請求者と亡くなった方の

　 関係がわかる戸籍謄本等

□ 請求者のマイナンバーが

　 わかるもの

※上記以外の書類が必要な

　場合もあります

死亡日から

2年以内

 国民年金に

 加入されていた方

 国民年金を

 未受給であった方

・遺族基礎年金請求

・寡婦年金請求

□ 請求者の預金通帳

□ 亡くなった方の基礎年金番

　号がわかるもの

□ 請求者と亡くなった方の

　 関係がわかる戸籍謄本等

□ 請求者のマイナンバーが

 　わかるもの

※上記以外の書類が必要な

　場合もあります

なるべく早く

(請求が死亡から

5年経過すると、

時効により受給

できない場合が

あります)

 国民年金(障害基礎・

 遺族基礎・寡婦年金)を

 受給されていた方

未支給年金請求

(障害基礎・

 遺族基礎・

 寡婦年金)

□ 請求者の預金通帳

□ 亡くなった方の年金証書

□ 請求者と亡くなった方の

　 関係がわかる戸籍謄本等

□ 請求者のマイナンバーが

　 わかるもの

※上記以外の書類が必要な

　場合もあります

なるべく早く

(請求が死亡から

5年経過すると、

時効により受給

できない場合が

あります)

国

保

年

金

課

〈受付窓口〉

国保年金課

窓口年金

グループ

☎0587-32-1328

〈問合先〉

一宮年金事務所

0586-45-1418

ねんきんダイヤル

☎0570-05-1165

国保年金課

医療グループ

☎0587-32-1325
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対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

収

納

課

 市税の口座振替の

 申し込みをされていた方

市税等の

口座振替廃止
なし なし

収納課

管理グループ

☎0587-32-1247

 固定資産税を納めていた方
相続人代表者指定届兼固定

資産現所有者申告書の提出
□ 相続人代表者の印鑑(認印)

死亡日から

3ヶ月以内

課税課

家屋グループ

☎0587-32-1239

 亡くなった方の相続人で

 市県民税の納付が困難な

 方 (所得要件あり)

市民税・県民税の

減免申請
□ 亡くなった方の納税通知書

死亡後30日を経過

した日又は死亡後

最初に到来する納

期の末日のいずれ

か遅い日

課税課

市民税グループ

☎0587-32-1205

 原動機付自転車及び

 小型特殊自動車を

 所有されていた方

亡くなった方の

納税義務消滅申告

及び新所有者の

納税義務発生申告

□ ナンバープレート

□ 届出人の本人確認書類

納税義務消滅申告

→所有者等でなく

　なった日から

　30日以内

納税義務発生申告

→所有者となった

　日から15日以内

課税課

税制グループ

☎0587-32-1193

本庁舎2階（稲府町1）

対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

地

域

協

働

課

 「稲沢おでかけタクシー」

 利用登録証を

 お持ちであった方

「稲沢おでかけタクシー」

　利用登録証の返納

□ 亡くなった方の

　 「稲沢おでかけタクシー」

　  利用登録証

なるべく早く

地域協働課

コミュニティ

グループ

☎0587-32-1146

財

政

課

 稲沢市の施設が所在する

 土地を有償で貸して

 いただいていた方

 (道路・水路を除く)

借地料支払先の変更
□ 相続人が複数の場合は

　  委任状
速やかに

借地先

施設管理者

(不明の場合は

 財政課 管財グループ

☎0587-32-1172へ)

第2分庁舎1階（稲府町1）

対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

 稲沢西土地区画整理事業

 区域内の保留地を

 購入された方

保留地の所有者変更
□ 住所等変更届

□ 遺産分割協議書等
なし

 稲沢西土地区画整理事業

 区域内の仮換地を

 所有されていた方

仮換地の所有者変更

□ 所有権移転届出書

□ 登記事項証明書又は

 　所有権の移転を証する書類

なし

 稲沢西土地区画整理事業

 区域内の土地に所有権

 以外の権利者

所有権以外の権利者変更

□ 権利変動届出書

  （運転免許証等権利者本人で

    あることを確認するに

    足りる書類）

なし

都

市

整

備

課

都市整備課

区画整理グループ

☎0587-32-1403

課

税

課
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対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

 家屋を所有されていた方 パンフレットの配布 なし なし

 市営住宅に

 入居されていた方

市営住宅入居

承継承認申請等
お問い合わせください

お問い合わせ

ください

農

業

委

員

会

事

務

局

 農地を所有していた方
農地を相続した

場合の届出

□ 新所有者の印鑑(認印)

□ 相続完了後の

　 登記事項証明書

なるべく早く

(死亡日から概ね

10カ月以内)

農業委員会事務局

農地グループ

☎0587-32-1483

東庁舎1階（稲府町1）

対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

 身体障害者手帳を

 お持ちであった方

身体障害者手帳

返還届

□ 亡くなった方の

 　身体障害者手帳
なるべく早く

 療育手帳を

 お持ちであった方
療育手帳返還届 □ 亡くなった方の療育手帳 なるべく早く

 精神障害者保健福祉

 手帳をお持ちであった方
障害者手帳返還届

□ 亡くなった方の

　 精神障害者保健福祉手帳
なるべく早く

 障害者扶助料を

 受給されていた方

・受給資格消滅届

・未支給分手当の

　扶助料支給申請

□ 家族の預金通帳
死亡日から

3ヶ月以内

 在宅重度障害者手当を

 受給されていた方

在宅重度障害者手当

受給資格喪失届
□ 家族の預金通帳

死亡日から

14日以内

 特別障害者手当を

 受給されていた方

・特別障害者手当

　死亡届

・未支払福祉手当の

　請求

□ 家族の預金通帳 なるべく早く

 障害児福祉手当を

 受給されていた方

・障害児福祉手当

　死亡届

・未支払福祉手当の

　請求

□ 家族の預金通帳 なるべく早く

 特別児童扶養手当を

 受給されていた方

特別児童扶養手当の

資格喪失届出等

□ 特別児童扶養手当証書

□ 支給対象児童名義の

 　預金通帳又は

　 キャッシュカード等

なるべく早く

(届出が遅れると

過払い分の返金が

発生する場合が

あります)

 特別児童扶養手当の

 対象児童であった方

特別児童扶養手当の

資格喪失届出等
□ 特別児童扶養手当証書

なるべく早く

(届出が遅れると

過払い分の返金が

発生する場合が

あります)

建

築

課

建築課

住宅グループ

☎0587-32-1418

福祉課

障害福祉グループ

☎0587-32-1281

福

　

祉

　

課
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対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

 心身障害者扶養

 共済制度の加入者、

 年金管理者、もしくは

 年金受給権者であった方

・年金請求、

　年金管理者の変更

・年金受給権者の

　死亡届

お問い合わせください なるべく早く

 自立支援医療を

 受給されていた方

自立支援医療

受給者証の返納

□ 亡くなった方の

    自立支援医療受給者証
なるべく早く

 障害福祉サービスを

 受給されていた方

障害福祉サービス

受給者証の返納

□ 亡くなった方の

　 障害福祉サービス受給者証
なるべく早く

 地域生活支援事業を

 受給されていた方

地域生活支援事業

受給者証の返納

□ 亡くなった方の

　 地域生活支援事業受給者証
なるべく早く

 障害者福祉タクシー

 料金助成利用券を

 受給されていた方

障害者福祉タクシー料金

助成利用券の返納

□ 亡くなった方の

　 障害者福祉タクシー料金

　 助成利用券

なるべく早く

 原子爆弾被爆者

 健康管理手当を

 受給されていた方

・原子爆弾被爆者

　健康管理手当

　受給資格喪失届

・未支給分手当の

　振込先変更届

□ 家族の預金通帳 なるべく早く

 一般戦災傷害者福祉

 手当を受給されていた方

・一般戦災傷害者

　福祉手当

　受給資格喪失届

・未支給分手当の

　振込先変更届

□ 家族の預金通帳 なるべく早く

 戦傷病者手帳を

 お持ちであった方

・異動等届

・戦傷病者手帳の

　返納

□ 亡くなった方の

　 戦傷病者手帳
なし

 ねたきり老人手当又は

 認知症老人手当を

 受給されていた方

振込先の変更
□ 届出人の預金通帳

　 又はキャッシュカード
なるべく早く

 緊急通報システムを

 設置していた方

緊急通報システム

本体とペンダントの返却

□ 緊急通報システム本体

□ ペンダント
なるべく早く

 生活保護を

 受給されていた方

・祖父江斎場

　使用料の減免申請

・証明願

　(霊柩車利用料が

　 発生する場合)

なし
祖父江斎場

使用前までに

福祉課

生活福祉グループ

☎0587-32-1279

福祉課

地域福祉グループ

☎0587-32-1278

福祉課

障害福祉グループ

☎0587-32-1281

福

祉

課
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環境センター（中野川端町74）

対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

環

境

保

全

課

 登録している犬の所有者

 (飼い主)であった方
犬の登録事項の変更 なし

死亡日から

30日以内

環境保全課

環境グループ

☎0587-36-3710

環

境

施

設

課

 祖父江霊園墓所を

 使用していた方
承継

□ 祖父江霊園墓所使用許可証

□ 亡くなった方の火葬許可証

□ 承継予定者の戸籍謄本(抄本)

※亡くなった方との関係が

　わかるもの

□ 承継予定者の住民票

※本籍を記載したもの

□ 承継予定者の預金通帳、

　 金融機関届出印

※維持管理料の口座振替を

　希望される場合

なし

環境施設課

生活衛生グループ

☎0587-36-4357

上下水道庁舎（石橋六丁目82）

対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

使用者の変更

(連絡先等含む)

水道の中止

なし なし

使用者の変更に伴う

水道料金の支払方法

(口座振替)の変更

□ 稲沢市上下水道料金

　 口座振替依頼書

□ 新使用者の金融機関届出印

なし

 給水装置の所有者

 であった方

給水装置所有者の

変更

□ 給水装置譲渡届出書

□ 新所有者の印鑑(認印)
なし

消防庁舎（船橋町鯉坪321-1）

対 象 者 ( 亡 く な っ た 方 ) 主 な 手 続 き 必 要 な も の 期 限 担 当 課 ( 直 通 )

 ファクス119を

 登録されていた方
ファクス119登録の抹消 なし なし

 Net119緊急通報システムを

登録されていた方

Net119緊急通報

システム登録の抹消
なし なし

消

防

本

部

消防本部

情報指令課

☎0587-22-2116

水

道

業

務

課

 水道を使用されていた方
稲沢市水道

お客さま窓口

(水道業務課

 庶務グループ)

☎0587-21-2181
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主な手続き

在留カードの返納

相続放棄・限定承認の申述

遺言書の検認・開封

相続税・所得税の申告など

県営住宅の届出

法定相続情報証明制度の申出

土地、家屋等の名義変更

三、四輪の軽自動車の名義変更など

普通自動車、125㏄を超える二輪車の
名義変更など

国民年金(老齢基礎年金)受給者の
手続き

厚生年金加入者、受給者の手続き

農業者年金加入者、受給者の手続き

生命保険等の保険金の請求など

簡易保険の保険金の請求など

火災保険、自動車保険の名義変更など

預貯金口座の解約、払い戻しなど

株式等の名義変更など

公共料金等の名義変更・解約など

被爆者健康手帳に関する届出

ｍｅｍｏ

【市役所以外で行う主な手続き】

生命保険会社

郵便局

損害保険会社

金融機関

運転免許証の返納

名古屋家庭裁判所一宮支部
☎0586-73-3191

問い合わせ先

名古屋出入国在留管理局
☎052-559-2150

稲沢警察署　☎0587-32-0110

証券会社等

愛知県清須保健所稲沢保健分室
☎0587-21-2251

一宮税務署　☎0586-72-4331

名古屋尾張住宅管理事務所　一宮支所
☎0586-28-5411

名古屋法務局一宮支局
☎0586-71-0600

軽自動車検査協会　愛知主管事務所

小牧支所　☎050-3816-1773

愛知運輸支局　小牧自動車検査登録事務所
☎050-5540-2048

愛知西農業協同組合(最寄りのJA各支所)

一宮年金事務所　☎0586-45-1418
ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165

NHK、電力会社、ガス会社、
固定電話・携帯電話会社、新聞店等

11
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【証明書、戸籍謄本等を取得される方へ】 

 

○ 住民票の写し・住民票の写し(除票) 

必要なもの 

手数料 
留意事項 担当課・窓口 

□ 本人確認書類 

 

１通 300 円 

 住民票に載せる情報を必要に応じて選

ぶことができます。 

本籍・世帯主との続柄などの記載が必

要かどうかを提出先にご確認の上、請

求してください。 

 亡くなられた方の住民票の写し(除票)に

マイナンバーを記載することはできま

せん。 

本庁舎 1 階 

市民課 

0587-32-1311 

 

各支所 

各市民センター 

 

○ 戸籍謄抄本 

必要なもの 

手数料 
留意事項 担当課・窓口 

□ 本人確認書類 

 

戸籍全部(一部)

事項証明書 

１通 450 円 

 

除籍全部(一部)

事項証明書 

１通 750 円 

 

改製原戸籍 

除籍謄抄本 

  １通 750 円 

 戸籍の証明書は本籍のある市町村に請

求してください。稲沢市で証明書が発

行できるのは、稲沢市に本籍地がある

方のみです。 

 死亡届を提出されたら、死亡の記載の

ある戸籍を取得できるまで日数がかか

ります。お急ぎの場合は個別にご相談

ください。 

 亡くなられた方の配偶者、直系尊属(両

親・祖父母)または卑属(子・孫)以外の

方からの請求の場合、委任状が必要と

なります。 

 どのような戸籍が必要かは、提出先に

ご確認の上請求してください。 

(例)亡くなられた方の出生から死亡までの

一連の戸籍 

本庁舎 1 階 

市民課 

0587-32-1311 

 

各支所 

各市民センター 
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○ 戸籍の附票 

必要なもの 

手数料 
留意事項 担当課・窓口 

□ 本人確認書類 

 

１通 300 円 

 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村で

記録していく住所の履歴です。 

 附票は、本籍のある市町村に請求して

ください。 

本庁舎 1 階 

市民課 

0587-32-1311 

 

各支所 

各市民センター 

 

○ 印鑑登録証明書 

必要なもの 

手数料 
留意事項 担当課・窓口 

□ 本人確認書類 

□ 印鑑登録証 

 

１通 200 円 

 亡くなられた方の印鑑登録証明書は発

行できません。 

 印鑑登録をしている方は印鑑登録証を

窓口へ必ず提示してください。印鑑登

録証が見当たらない場合は再登録とな

ります。 

 印鑑登録証があれば委任とみなします

ので、代理人でも委任状なしに印鑑登

録証明書の取得が可能です。 

 稲沢市で印鑑登録をしていない方は、

官公署発行の顔写真付きの本人確認書

類(免許証など)、登録したい印鑑をお持

ちいただくと即日登録が可能です(ご本

人登録の場合に限る)。 

※官公署発行の写真付きの本人確認書類

がない場合や、ご本人が登録に来られ

るのが難しい場合などは、個別にご相

談ください。 

本庁舎 1 階 

市民課 

0587-32-1311 

 

各支所 

各市民センター 

 

※印鑑登録は 

市民課及び 

支所のみ 
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 【委任状について】 
 

住民票、戸籍に関する証明書、税に関する証明書等を代理人が請求す

る場合、委任状が必要となります。次ページの委任状をコピーするか切

り離してご利用ください。 

 ※委任状は、委任者本人がすべて自署してください。 

 ※消えるインクのボールペンは使用しないでください。 

 

【掲載している委任状の様式】 

 稲沢市長あて委任状 

委任状は任意の様式でも、委任の事項を満たしていれば 

ご利用いただけます。 

＊稲沢市のホームページからもダウンロードできます。 

  (http://www.city.inazawa.aichi.jp) 

 

 日本年金機構あて委任状 

 ＊日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。 

     (https://www.nenkin.go.jp) 

 

【お問い合わせ】 

○ 住民票、戸籍に関する証明書について 

市民課 窓口グループ     0587-32-1311(ダイヤルイン) 

 

○ 税に関する証明書について 

課税課 税制グループ     0587-32-1193(ダイヤルイン) 

 

○ 年金手続きについて 

国保年金課 窓口年金グループ 0587-32-1328(ダイヤルイン) 

一宮年金事務所        0586-45-1418 

ねんきんダイヤル       0570-05-1165 

 

http://www.city.inazawa.aichi.jp/index.html


（死亡に関する手続き用）

(代理人) 住 所 (代理人) 住 所

氏 名 氏 名

生年月日
明治 大正
昭和 平成 　　　　 年　　 月　　 日 生年月日

明治 大正
昭和 平成 　５０   年　１ 月　１ 日

 私は、上記の者を代理人に選任し、  私は、上記の者を代理人に選任し、

 の権限を委任したのでお届けします。  の権限を委任したのでお届けします。

(委任者) 住 所 (委任者) 住 所

氏 名 氏 名

生年月日
明治 大正
昭和 平成 　　　　 年　　 月　　 日 生年月日

明治 大正
昭和 平成 　　３  年　４ 月　３０ 日

１   ※委任する内容の参考例
２ 『 』の中には委任する内容を明記してください。 住民票の写しの申請

(例)住民票の写しの申請・戸籍証明の申請 戸籍証明の申請
３

委　　任　　状

令和 　　 年 　　 月 　　 日　　

稲 沢 市 長 殿

  稲沢市稲府町１番地

  ○×アパート１号室

     稲沢 太郎

点

線

に

沿

っ

て

切

り

取

っ

て

く

だ

さ

い

消えるインクのボールペン・スタンプ印は使用しないでください。

委任状は、委任者本人がすべて自署してください。

『         住民票の写しの申請※       』

 稲沢市稲沢市祖父江町上牧

 下川田４５４番地

   祖父江 花子

委　　任　　状

『 』

令和 　　 年 　　 月 　　 日　　

                              

稲 沢 市 長 殿

記載例

委任されたかた

委任する内容(下記参照)

を明記してください。

委任したかた

委任状を記入した
日付を記入してく
ださい。

委任状はすべて
委任者本人が記入
してください



 

          同 意 書     （税務証明書用） 

                                      住 所 

                                       氏 名 

                                

                    生年月日  明治・大正・昭和   年   月   日 

平成・令和 

 

私は、上記の者が私に係る下記の事項を請求することに同意します。 

記 

１．評価・公課証明   通請求すること。   ２．所得課税証明   通請求すること。 

３．納税証明   通請求すること。      ４． 

      令和   年  月  日 

                              （本人） 住 所 

                                    氏 名                 ㊞※ 

                                

                     生年月日  明治・大正・昭和  年   月   日 

平成・令和 
 
                電話番号   

   

※個人で本人自署の場合は押印を省略できます。法人の場合は社印の押印が必要です。 

 

記入例 

          同 意 書     （税務証明書用） 

                                      住 所  稲沢市稲府町１番地 

                                       氏 名     稲沢 太郎 

                                

                    生年月日  明治・大正・昭和 50 年 1 月 1 日 

平成・令和 

 

私は、上記の者が私に係る下記の事項を請求することに同意します。 

記 

１．評価・公課証明   通請求すること。   ２．所得課税証明 1 通請求すること。 

３．納税証明   通請求すること。      ４． 

      令和 ４ 年 ５ 月 1 日 

                              （本人） 住 所 稲沢市祖父江町上牧下川田 454番地 

                                    氏 名     祖父江 花子       ㊞※ 

                                

                     生年月日  明治・大正・昭和 3 年 4 月 30 日 

平成・令和 
 
                電話番号    ０５８７－３２－×××× 

   

※個人で本人自署の場合は押印を省略できます。法人の場合は社印の押印が必要です。 

 

稲 沢 市 長 殿 

稲 沢 市 長 殿 

窓口に来る方 

証明書が必要な方 

同意事項を○で囲み、 

必要部数を書いてください。 

同意書を書いた日付 



委 任 状
日本年金機構 あて

委任日は委任状を書いた日です。

委任日 令和 年 月 日※

※

網掛け部分は記入が必要です。

フリガナ

フリガナ

氏 名

住 所

委任者（ご本人）

との関係

〒 － 電話 （ ） －

電話 （ ） －

委任者 ご本人（ ）【 】

受任者 来所される方（ ）【 】

基礎年金番号

氏 名

住 所

〒 －

私は、上記の者を受任者と定め、以下の内容を委任します。

旧姓（ ）
性別

生
年
月
日

年 月 日

男 女・

明治

大正

昭和

平成

令和

委任する

内  容

（

）

必ずご記入

ください

委任する内容を次の項目から選ぶか、具体的にご記入ください。

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

年金の加入期間について

年金の見込額について

各種再交付手続きについて

死亡に関する手続きについて

年金の請求について

国民年金の加入手続きについて

国民年金保険料の納付、免除、学生納付特例制度等について

その他

裏面の（ ）《 》来所時等の注意事項 をご確認ください

委任する内容を具体的にご記入ください（ ）

（ ）

○ 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法について次のいずれかを選んでください。

Ａ． Ｂ．

５．

受任者に交付を希望する 本人あて郵送を希望する

（注） 「 」の場合、以下に亡くなられた方についてご記入ください。

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 年 月 日

※裏面の注意事項をお読みいただき、記入漏れのないようにお願いします。

なお、委任状の記入内容に不備があったり、本人確認ができない場合にはご相談に応じられないことがあります。

－

（ ）注



作成上の注意事項≪　 ≫

○

○

○

○
○

※

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

の項目から選んで○印をつけてください。なお、委任する内容について、１． ８．～ ８．（ を選んだ場合には、
委任する内容を具体的にご記入ください。）

また、年金の「加入期間」 「見込額」や などの交付については、希望される交付方法をＡ、Ｂの項目から選ん
で 印をつけてください。

　亡くなられた方の個人情報の回答は、相談者が遺族年金等の受給権者または相続人に限られますので
ご注意ください。

【 】基礎年金番号が不明である場合またはマイナンバーでのご相談の場合

次の１ ３～

１

のご相談を承っております。ご確認いただき、ご不明点は年金事務所等にお問い合わせください。

や日本年金機構が発行した各種通知書のご持参によるご相談

基礎年金番号欄は空欄のままで結構です。

や日本年金機構が発行した各種通知書をお持ちください。

マイナンバーでのご相談

ご本人宛にお送りしている

「ねんきん定期便」

「ねんきん定期便」

２

３「ねんきん定期便」

マイナンバーを確認できる書類またはその写しを代理人へお渡しください。

基礎年金番号欄は空欄のままで結構です。 マイナンバーのご記入は不要です。（ ）

（ご本人）

（ご本人）

（ご本人）

（ご本人）

マイナンバーの情報からご本人の基礎年金番号に結びつかない場合
直接、委任者 への確認をさせていただくことがあります。

（ ）住民票上の住所と居所が異なるなど 、

や各種通知書がお手元にない場合 マイナンバーでのご相談をされないときおよび

受任者 委任者

受任者 委任者（来所される方）へ、

（来所される方）は、 の運転免許証やパスポート等の本人確認ができるものの写
（ ）しを添付してください。 詳しくは年金事務所等にお問い合わせください。

の住所変更履歴等をお聞きすることがあります。

≪　 ≫来所時等の注意事項

　個人情報を入手する目的で受任者を装って相談を行う者（なりすまし）の防止のため、受任者の本
人確認を行います。

が来所等される場合は、

基礎年金番号通知書の再交付につきましては、取扱い上窓口での交付ができません。委任者

運転免許証やパスポートなど受任者受任者（来所される方） （来所される方）ご
自身の本人確認ができるもの（文書による相談の場合は写し）が必要となりますのでご用意ください。（詳しく
はお問い合わせください。）

の
所あてに送付となりますのでご了承ください。

　年金事務所、街角の年金相談センターでは、予約制にて年金相談・手続きを承っております。あらかじめ
予約のうえ、ご来所いただくようお願いします。

受任者 来所される方（ ）【 】 欄

「受任者（来所される方）」欄は、委任者（ご本人）が誰に何を委任するかを決め、その方の氏名、住所、
（ご本人）電話番号、委任者 との関係、委任内容および委任日（委任状の作成日）をご記入ください。

（ご本人）委任者【 】 欄

（ご本人） （ご本人）「委任者 欄については、委任者」 の基礎年金番号、氏名（旧姓がある場合を含む）、
生年月日、性別、住所、電話番号をご記入ください。

登録の住



 

委 任 状
日本年金機構 あて

委任日は委任状を書いた日です。

委任日 令和 年 月 日 

 

網掛け部分は記入が必要です。

フリガナ

フリガナ

氏 名

住 所

委任者（ご本人）

との関係

〒 － 電話 （ ） －

電話 （ ） －

委任者 ご本人（ ）【 】

受任者 来所される方（ ）【 】

基礎年金番号

氏 名

住 所

〒 －

私は、上記の者を受任者と定め、以下の内容を委任します。

旧姓（ ）
性別

生
年
月
日

年 月 日

男 女・

明治

大正

昭和

平成

令和

委任する

内  容

（

）

必ずご記入

ください

委任する内容を次の項目から選ぶか、具体的にご記入ください。

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

年金の加入期間について

年金の見込額について

各種再交付手続きについて

死亡に関する手続きについて

年金の請求について

国民年金の加入手続きについて

国民年金保険料の納付、免除、学生納付特例制度等について

その他

裏面の（ ）《 》来所時等の注意事項 をご確認ください

委任する内容を具体的にご記入ください（ ）

（ ）

 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法について次のいずれかを選んでください。

Ａ． Ｂ．

５．

受任者に交付を希望する 本人あて郵送を希望する

（注） 「 」の場合、以下に亡くなられた方についてご記入ください。

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 年 月 日

 裏面の注意事項をお読みいただき、記入漏れのないようにお願いします。

なお、委任状の記入内容に不備があったり、本人確認ができない場合にはご相談に応じられないことがあります。

－

（ ）注

                     

 

 

 

 

                                                   

◆基礎年金番号は年金証書、基礎年金番号通知書、年金手帳などに

記載されています。 

◆基礎年金番号が不明である場合又はマイナンバーでご相談の場 

 合は、委任状の裏面の注意事項をご確認ください。 

◆電話番号は平日の日中に連絡を取りやすい番号を記入してくだ 

さい（携帯電話など）。 

ご本人に委任の意思を確認するために連絡する場合があります。 

記入例  委任状                                 

ご本人について記入してください 

◎来所される方はご相談の際、運転免許証など 
来所される方ご自身の本人確認ができるものを 
ご用意ください 

◆○がついていないと、相談に応じられない場合があります。 

◆８を選んだ場合には、委任する内容をできる限り具体的に記入し

てください。 

委任する項目に○をつけてください 

◆○がついていないと、年金の「加入期間」や「見込み額」など 

の交付を受けられない場合があります。 

該当する項目に○をつけてください 

◆電話番号は平日の日中に連絡を取りやすい番号を記入してくだ 

さい（携帯電話など）。 

◆ご本人との関係はご本人から見た関係を記入してください。 

来所される方について記入してください 

◆委任日が記入されていないと、

相談に応じられません。 

委任状を書いた日を記入し

てください 

年金  花子 

ネ ン キ ン   ハナ コ 

X X  X X  X X 

妻 

XX  XXXX  XXXX 1 6 8   0 0 7 1 

杉並区高井戸西 3-5-24 〇〇マンションＸＸＸ号室 

X X X X  X X X X X X 
ネ ン キ ン   タ ロ ウ 

年金  太郎 XX  XX  XX 

1 6 8   0 0 7 1 

杉並区高井戸西 3-5-24 〇〇マンションＸＸＸ号室 
XX  XXXX  XXXX 
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